
令和５年度末で経過措置を終了する介護報酬の改定事項について

【重要】令和３年度介護報酬改定において、以下に掲げる６つの改定事項については、令和５年度末
（令和６年３月３１日）までに経過措置が終了します。
当該経過措置の終了後は義務化されるほか、未実施により減算が発生する場合がありますので、運営
基準等を満たすことができているか、改めて改定事項をご確認いただき、必要な対応をお願いします。

令和６年度改正：高齢者虐待防止措置未実施減算
（新設）

令和６年度改正：業務継続計画未実施減算（新設）

令和６年度から栄養管理に係る減算が適用

※居宅療養管理指導については、業務継続計画の策定等・虐待の発生又はその再発を防止するための
措置の義務付けに係る経過措置期間を３年間延長します。 令和5年度集団指導資料（抜粋）
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（別紙）令和６年度介護報酬改定後の基準 ※改正箇所は赤文字で示しています。 

 

１ 感染症対策の強化（対象：全サービス） 

 （訪問介護の場合） 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

（衛生管理等） 
第31条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保

持及び健康状態について、必要な管理を行わなければな
らない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及
び備品等について、衛生的な管理に努めなければならな
い。 

３ 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所にお
いて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各
号に掲げる措置を講じなければならない。 

 
 

一 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及び
まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ
電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装
置等」という。）を活用して行うことができるものと
する。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに
、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図る
こと。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(23) 衛生管理等 
① 居宅基準第31条第１項及び第２項は、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持
及び健康状態の管理並びに指定訪問介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべ
きことを規定したものである。特に、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等が感染源となる
ことを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防
するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。 

② 同条第３項に規定する感染症が発生し、又はまん延しないように講ずべき措置については
、具体的には次のイからハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所
に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等により行うことも差し支
えない。 
 なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第４条において、３年間
の経過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 
当該事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（以下

「感染対策委員会」という。）であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広い職種によ
り構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外部の者も含め
積極的に参画を得ることが望ましい。構成メンバーの責任及び役割分担を明確にするととも
に、専任の感染対策を担当する者（以下「感染対策担当者」という。）を決めておくことが
必要である。なお、同一事業所内での複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当
(※)の兼務については、担当者としての職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常
的に兼務先の各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握してい
る者など、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任すること
。 
(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対策

担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を適切
に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適切に実施
するための担当者 

感染対策委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定
期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要
がある。 
また、感染対策委員会は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケ

ーションが可能な機器をいう。以下同じ。）を活用して行うことができるものとする。この
際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
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二 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に

対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及
び訓練を定期的に実施すること。 

扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライ
ン」等を遵守すること。 
なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス
事業者との連携等により行うことも差し支えない。 

ロ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針 
当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の対策

及び発生時の対応を規定する。 
平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策（

手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防止、
医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等への報告等
が想定される。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関への連絡体制を
整備し、明記しておくことも必要である。 
なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引き

」を参照されたい。 
ハ 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

登録訪問介護員等を含めて、訪問介護員等その他の従業者に対する「感染症の予防及びま
ん延の防止のための研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発す
るとともに、当該事業所における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行
うものとする。 
職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以上）

を開催するとともに、新規採用時には感染対策研修を実施することが望ましい。また、研修
の実施内容についても記録することが必要である。 
なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上のため

の研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の実態
に応じ行うこと。 
また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（

シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要である。訓練においては、感
染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づ
き、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものと
する。 
訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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（２）業務継続に向けた取組の強化（対象：全サービス） 

 （訪問介護の場合） 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

（業務継続計画の策定等） 
第30条の２ 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の
発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を
継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業
務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という
。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じ
なければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継
続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練
を定期的に実施しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直し
を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとす
る。 

(22) 業務継続計画の策定等 
① 居宅基準第30条の２は、指定訪問介護事業者は、感染症や災害が発生した場合にあっても
、利用者が継続して指定訪問介護の提供を受けられるよう、指定訪問介護の提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計
画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、登録訪問介護員等を含めて
、訪問介護員等その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シミュレーション）を実施
しなければならないこととしたものである。なお、業務継続計画の策定、研修及び訓練の実
施については、居宅基準第 30 条の２に基づき事業所に実施が求められるものであるが、他
のサービス事業者との連携等により行うことも差し支えない。また、感染症や災害が発生し
た場合には、従業者が連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあ
たっては、全ての従業者が参加できるようにすることが望ましい。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３
年改正省令」という。）附則第３条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年
３月 31 日までの間は、努力義務とされている。 

② 業務継続計画には、以下の項目等を記載すること。なお、各項目の記載内容については、
「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」及
び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照されたい。
また、想定される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に
応じて設定すること。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げ
るものではない。さらに、感染症に係る業務継続計画並びに感染症の予防及びまん延の防止
のための指針については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的
に策定することとして差し支えない。 

イ 感染症に係る業務継続計画 
ａ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 
ｂ 初動対応 
ｃ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有
等） 

ロ 災害に係る業務継続計画 
ａ 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の
対策、必要品の備蓄等） 

ｂ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 
ｃ 他施設及び地域との連携 

③ 研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有するとと
もに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとする。 
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職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催すると
ともに、新規採用時には別に研修を実施することが望ましい。また、研修の実施内容につ
いても記録すること。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防
及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えない。 

④ 訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において迅速に行動
できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した
場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとする。なお、感染症
の業務継続計画に係る訓練については、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練と一体
的に実施することも差し支えない。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施するも
のを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 
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（３）認知症介護基礎研修の受講の義務付け（対象：全サービス※無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、

居宅介護支援を除く） 

 （訪問入浴介護の場合） 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

（勤務体制の確保等） 
第53条の２ 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対し適
切な指定訪問入浴介護を提供できるよう、指定訪問入浴
介護事業所ごとに、訪問入浴介護従業者の勤務の体制を
定めておかなければならない。 

２ 省略 
３ 指定訪問入浴介護事業者は、訪問入浴介護従業者の資
質の向上のために、その研修の機会を確保しなければな
らない。その際、当該指定訪問入浴介護事業者は、全て
の訪問入浴介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士
、介護支援専門員、法第八条第二項に規定する政令で定
める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く
。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる
ために必要な措置を講じなければならない。 

４ 省略 

(6) 勤務体制の確保等 
居宅基準第53条の２は、利用者に対する適切な指定訪問入浴介護の提供を確保するため、職

員の勤務体制等について規定したものであるが、次の点に留意する必要がある。 
① 省略 
② 省略 
③ 同条第３項前段は、当該指定訪問入浴介護事業所の従業者の質の向上を図るため、研修機
関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保することとしたもの
であること。 

また、同項後段は、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉
関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を
講じることを義務づけることとしたものであり、これは、介護に関わる全ての者の認知症
対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊
厳の保障を実現していく観点から実施するものであること。 
当該義務付けの対象とならない者は、各資格のカリキュラム等において、認知症介護に

関する基礎的な知識及び技術を習得している者とすることとし、具体的には、同条第３項
において規定されている看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修
了者、介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修
課程又は訪問介護員養成研修一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、
薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養士、
あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等とする。 
なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第５条において、３年

間の経過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。指定
訪問入浴介護事業者は、令和６年３月31日までに医療・福祉関係資格を有さない全ての訪
問入浴介護従業者に対し認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置を講じなけれ
ばならない。また、新規採用、中途採用を問わず、事業所が新たに採用した従業者（医療
・福祉関係資格を有さない者に限る。）に対する当該義務付けの適用については、採用後
１年間の猶予期間を設けることとし、採用後１年を経過するまでに認知症介護基礎研修を
受講させることとする（この場合についても、令和６年３月31日までは努力義務で差し支
えない）。 

④ 省略 
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（４）高齢者虐待防止の推進（対象：全サービス） 

 （訪問介護の場合） 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

（虐待の防止） 
第 37 条の２ 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその
再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなけれ
ばならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための
対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う
ことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、
その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 

 
 
 

(31) 虐待の防止 
居宅基準第 37 条の２は、虐待の防止に関する事項について規定したものである。虐待は、

法の目的の１つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能
性が極めて高く、指定訪問介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならな
い。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の
防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17年法律第124号。以下「高齢者
虐待防止法」という。）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の
保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるも
のとする。 
・ 虐待の未然防止 

指定訪問介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサ
ービス提供にあたる必要があり、第３条の一般原則に位置付けられているとおり、研修等
を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、従業者が高齢者虐待
防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解してい
ることも重要である。 

・ 虐待等の早期発見 
指定訪問介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案

を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待
等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。また
、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出につい
て、適切な対応をすること。 

・ 虐待等への迅速かつ適切な対応 
虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定訪問介

護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査
等に協力するよう努めることとする。 
以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発

を確実に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。 
なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第２条において、３年間

の経過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。 
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会（第１号） 
虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合は

その再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で
構成する。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期的に開催すること
が必要である。また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。 
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二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための
指針を整備すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対
し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 
 
 
 
 
 

一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものである
ことが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られ
ず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要である。 
なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運

営することとして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサー
ビス事業者との連携等により行うことも差し支えない。 
また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする

。この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適
切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ
ドライン」等を遵守すること。 
虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その

際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、従業
者に周知徹底を図る必要がある。 
イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 
ホ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるた
めの方法に関すること 

ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関
すること 

ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 
② 虐待の防止のための指針(第２号) 

指定訪問介護事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り
込むこととする。 
イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 
ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 
チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 

③ 虐待の防止のための従業者に対する研修（第３号） 
従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内

容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における
指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 
職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基づいた

研修プログラムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時に
は必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 
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四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を
置くこと。 

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内で
の研修で差し支えない。 
④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者（第４号） 
指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措

置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐
待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。なお、同一事業所内で
の複数担当(※)の兼務や他の事業所・施設等との担当(※)の兼務については、担当者として
の職務に支障がなければ差し支えない。ただし、日常的に兼務先の各事業所内の業務に従事
しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者など、各担当者としての職務を遂
行する上で支障がないと考えられる者を選任すること。 

(※) 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対
策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置
を適切に実施するための担当者、虐待の発生又はその再発を防止するための措置を
適切に実施するための担当者 

 

  



- 9 - 

 

（５）施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化（対象：施設系サービス） 

 （介護老人福祉施設の場合） 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について 

（口腔衛生の管理） 
第 17 条の３ 指定介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健
康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよ
う、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じ
た口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。 

 
 

18 口腔衛生の管理 
基準省令第17条の３は、指定介護老人福祉施設の入所者に対する口腔衛生の管理について、

令和３年度より口腔衛生管理体制加算を廃止し、基本サービスとして行うことを踏まえ、入所
者の口腔の健康状態に応じて、以下の手順により計画的に行うべきことを定めたものである。
別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について
」）も参照されたい。 
(1) 当該施設において、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士（以下「歯科医師等
」という。）が、当該施設の介護職員に対する口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を
年２回以上行うこと。 

(2) 当該施設の従業者又は歯科医師等が入所者毎に施設入所時及び月に１回程度の口腔の健康
状態の評価を実施すること。 

(3) (1)の技術的助言及び指導に基づき、以下の事項を記載した、入所者の口腔衛生の管理体
制に係る計画を作成するとともに、必要に応じて、定期的に当該計画を見直すこと。なお、
口腔衛生の管理体制に係る計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合はそ
の記載をもって口腔衛生の管理体制に係る計画の作成に代えることができるものとすること
。 
イ 助言を行った歯科医師 
ロ 歯科医師からの助言の要点 
ハ 具体的方策 
ニ 当該施設における実施目標 
ホ 留意事項・特記事項 

(4) 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日に、介護職員に対する口腔清掃等に係る
技術的助言及び指導又は(3)の計画に関する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科
訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第九条において、３年
間の経過措置を設けており、令和６年３月31日までの間は、努力義務とされている。当該
施設と計画に関する技術的助言若しくは指導又は口腔の健康状態の評価を行う歯科医師等
においては、実施事項等を文書で取り決めること。 
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（６）施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実（対象：施設系サービス） 

 （介護老人福祉施設の場合） 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関す

る基準 

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について 

（栄養管理） 
第 17 条の２ 指定介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態
の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことがで
きるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行
わなければならない。 

 
 

17 栄養管理 
基準省令第17条の２は、指定介護老人福祉施設の入所者に対する栄養管理について、令和３

年度より栄養マネジメント加算を廃止し、栄養ケア・マネジメントを基本サービスとして行う
ことを踏まえ、管理栄養士が、入所者の栄養状態に応じて、計画的に行うべきことを定めたも
のである。ただし、栄養士のみが配置されている施設や栄養士又は管理栄養士を置かないこと
ができる施設については、併設施設や外部の管理栄養士の協力により行うこととする。 
栄養管理について、以下の手順により行うこととする。 

イ 入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、介護支
援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮し
た栄養ケア計画を作成すること。栄養ケア計画の作成に当たっては、施設サービス計画との
整合性を図ること。なお、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する
場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

ロ 入所者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養
状態を定期的に記録すること。 

ハ 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す
こと。 

ニ 栄養ケア・マネジメントの実務等については、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄
養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に
ついて」（令和３年３月16日老認発0316 第３号、老老発0316第２号）第４別途通知（「リ
ハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）において
示しているので、参考とされたい。 
なお、当該義務付けの適用に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準等の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第９号。以下「令和３年改正省
令」という。）附則第８条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31日まで
の間は、努力義務とされている。 

 

 


